
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
新
幹
線
鉄
道
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
で
定
め
る
地
域
の
類
型
を
あ
て
は
め
る
地

域
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

一

○
騒
音
規
制
法
の
規
定
に
基
づ
き
規
制
地
域
等
を
指
定
し
、
規
制
基
準
等
を
定
め

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

一

○
振
動
規
制
法
の
規
定
に
基
づ
き
規
制
地
域
等
を
指
定
し
、
規
制
基
準
等
を
定
め

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

一

○
漁
業
法
に
よ
り
区
画
漁
業
に
つ
い
て
免
許
し
た
件

一

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

七

告

示

福
島
県
告
示
第
一
号

新
幹
線
鉄
道
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
で
定
め
る
地
域
の
類
型
を
あ
て
は
め
る
地
域
を
定
め
る
件
（
昭

和
五
十
二
年
福
島
県
告
示
第
千
三
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

二
の
項
㈠
中
「
及
び
準
住
居
地
域
」
を
「
、
準
住
居
地
域
及
び
田
園
住
居
地
域
」
に
改
め
る
。

（
水
・
大
気
環
境
課
）

福
島
県
告
示
第
二
号

騒
音
規
制
法
の
規
定
に
基
づ
き
規
制
地
域
等
を
指
定
し
、
規
制
基
準
等
を
定
め
る
件
（
昭
和
五
十
四

年
福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

二
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

カ

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

三
の
項
イ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑹

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

四
の
項
ア
中
「
及
び
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
」
を
「
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
及
び

田
園
住
居
地
域
」
に
改
め
る
。

（
水
・
大
気
環
境
課
）

福
島
県
告
示
第
三
号

振
動
規
制
法
の
規
定
に
基
づ
き
規
制
地
域
等
を
指
定
し
、
規
制
基
準
等
を
定
め
る
件
（
昭
和
五
十
四

年
福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

二
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

カ

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

三
の
項
ウ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑹

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

（
水
・
大
気
環
境
課
）

福
島
県
告
示
第
四
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
区
画
漁
業
に
つ
い
て

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
次
の
と
お
り
免
許
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

漁
場
計
画
の
際
の
公
示
番
号

別
表
の
と
お
り

二

免
許
番
号

別
表
の
と
お
り

三

漁
業
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

別
表
の
と
お
り

四

漁
業
権
の
種
類

区
画
漁
業
権

五

漁
業
の
種
類
、
名
称
及
び
時
期

漁
業
の
種
類

第
二
種
区
画
漁
業

漁
業
の
名
称

別
表
の
と
お
り

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

六

漁
場
の
位
置

別
表
の
と
お
り
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七

漁
場
の
区
域

別
表
の
と
お
り

八

漁
業
権
の
制
限
又
は
条
件

１

た
め
池
か
ら
の
取
水
及
び
排
水
の
管
理
に
支
障
を
及
ぼ
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

た
め
池
の
堤
体
、
施
設
等
の
保
全
及
び
維
持
管
理
に
支
障
を
及
ぼ
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

た
め
池
の
改
修
工
事
に
支
障
を
及
ぼ
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

た
め
池
に
逃
魚
防
止
網
等
の
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
、
た
め
池
の
管
理
機
関
に
協
議
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

養
魚
に
当
た
っ
て
は
、
常
に
地
域
環
境
の
保
全
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九

地
元
地
区

別
表
の
と
お
り

十

漁
業
権
の
存
続
期
間

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

───────────────────────────────────────────────────────────
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別

表漁
場
計
画
の
際

免
許
番
号

漁
業
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

漁
業
の
名
称

漁

場

の

位

置

漁
場
の
区
域

地
元
地
区

の
公
示
番
号

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
鹿
ノ
原
二
番

内
区
第
一
号

内
区
第
一
号

熊
田

純
幸

こ
い
養
殖
業

本
宮
市
青
田
字
殕
森
五
三
七

大

谷

池

本
宮
市

地
の
二

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
鹿
ノ
原
二
番

内
区
第
三
号

内
区
第
三
号

熊
田

純
幸

こ
い
養
殖
業

本
宮
市
岩
根
字
池
前
一
八
六

大

池

本
宮
市

地
の
二

郡
山
市
富
久
山
町
福
原
字
福
原
一
五
八

郡
山
市
富
久
山
町
福
原
字
福
原
一
五
七
の
一
、

内
区
第
四
号

内
区
第
四
号

廣
瀬

義
晴

き
ん
ぎ
ょ
養
殖
業

上

ノ

池

郡
山
市

番
地
の
二

一
五
八
の
一

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
鹿
ノ
原
二
番

内
区
第
五
号

内
区
第
五
号

熊
田

純
幸

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
富
久
山
町
久
保
田
字
北
谷
六
八

善

宝

池

郡
山
市

地
の
二

代
表
者

内
区
第
六
号

内
区
第
六
号

鈴
木

征
夫

郡
山
市
小
原
田
一
丁
目
五
番
四
号

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
山
崎

五
百
淵
池

郡
山
市

熊
田

眞
幸

郡
山
市
鶴
見
坦
二
丁
目
二
番
一
号

有

限

会

社

内
区
第
七
号

内
区
第
七
号

郡
山
市
鶴
見
坦
二
丁
目
二
番
一
号

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
深
沢
二
九
三

酒

蓋

池

郡
山
市

熊
田
養
鯉
場

内
区
第
八
号

内
区
第
八
号

廣
瀨

一
臣

郡
山
市
大
槻
町
字
南
原
一
六
番
地
の
三

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
大
槻
町
字
美
女
池

美

女

池

郡
山
市

有

限

会

社

内
区
第
九
号

内
区
第
九
号

郡
山
市
鶴
見
坦
二
丁
目
二
番
一
号

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
大
槻
町
字
隠
居
免
四
四

鎌

倉

池

郡
山
市

熊
田
養
鯉
場

有

限

会

社

内
区
第
一
〇
号

内
区
第
一
〇
号

郡
山
市
鶴
見
坦
二
丁
目
二
番
一
号

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
大
槻
町
字
中
ノ
平
南

新

池

郡
山
市

熊
田
養
鯉
場

内
区
第
一
一
号

内
区
第
一
一
号

廣
瀨

一
臣

郡
山
市
大
槻
町
字
南
原
一
六
番
地
の
三

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
安
積
町
笹
川
字
荒
池

荒

池

郡
山
市

郡
山
市
安
積
町
成
田
字
東
丸
山
五
七
番

内
区
第
一
二
号

内
区
第
一
二
号

七
海

勝
也

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
安
積
町
成
田
字
丸
山
二
四

知

行

池

郡
山
市

地
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郡
山
市
安
積
町
成
田
字
東
丸
山
五
七
番

内
区
第
一
三
号

内
区
第
一
三
号

七
海

勝
也

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
安
積
町
成
田
字
長
山

海

道

池

郡
山
市

地

有

限

会

社

内
区
第
一
四
号

内
区
第
一
四
号

郡
山
市
鶴
見
坦
二
丁
目
二
番
一
号

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
安
積
町
荒
井
字
大
久
保
八
九

大
久
保
池

郡
山
市

熊
田
養
鯉
場

有

限

会

社

内
区
第
十
五
号

内
区
第
一
五
号

郡
山
市
鶴
見
坦
二
丁
目
二
番
一
号

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
安
積
町
荒
井
字
萬
海

万

海

池

郡
山
市

熊
田
養
鯉
場

郡
山
市
安
積
町
成
田
字
東
丸
山
五
七
番

内
区
第
十
六
号

内
区
第
一
六
号

七
海

勝
也

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
安
積
町
成
田
字
長
山

馬

場

池

郡
山
市

地郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
東
藤
ノ
木
二

内
区
第
十
七
号

内
区
第
一
七
号

富
澤

洸

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
葉
ノ
木

葉
ノ
木
池

郡
山
市

一
番
地

郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
東
藤
ノ
木
二

内
区
第
十
八
号

内
区
第
一
八
号

富
澤

洸

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
葉
ノ
木

新
高
野
池

郡
山
市

一
番
地

郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
東
藤
ノ
木
二

内
区
第
十
九
号

内
区
第
一
九
号

富
澤

洸

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
高
野

高

野

池

郡
山
市

一
番
地

代
表
者

郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
新
田
二
〇
番

酒
井

德
江

か
つ
ぎ
下

内
区
第
二
〇
号

内
区
第
二
〇
号

地

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
被
下

郡
山
市

た

め

池

廣
瀨

一
臣

郡
山
市
大
槻
町
字
南
原
一
六
番
地
の
三

内
区
第
二
一
号

内
区
第
二
一
号

熊
田

憲
道

郡
山
市
栄
町
一
番
三
三
号

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
三
穂
田
町
駒
屋
字
中
沢

長

池

郡
山
市

郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
日
向
四
〇
番

内
区
第
二
二
号

内
区
第
二
二
号

佐
藤

鉄
夫

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
三
穂
田
町
川
田
字
上
板
橋

新

池

郡
山
市

地
一

郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡
字
一
本
杉
五
番

内
区
第
二
三
号

内
区
第
二
三
号

古
川

常
雄

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡
字
大
久
保
九

大
久
保
池

郡
山
市

地郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡
字
一
本
杉
五
番

内
区
第
二
四
号

内
区
第
二
四
号

古
川

常
雄

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡
字
南
池
上

三
本
木
南
池

郡
山
市

地郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡
字
一
本
杉
五
番

内
区
第
二
五
号

内
区
第
二
五
号

古
川

常
雄

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
三
穂
田
町
富
岡
字
北
池
上

三
本
木
北
池

郡
山
市
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地郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
鹿
ノ
原
二
番

内
区
第
二
六
号

内
区
第
二
六
号

熊
田

純
幸

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
三
穂
田
町
鍋
山
字
七
ツ
池

七

ツ

池

郡
山
市

地
の
二

有

限

会

社

内
区
第
二
七
号

内
区
第
二
七
号

郡
山
市
鶴
見
坦
二
丁
目
二
番
一
号

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
上
釜
の
前

釜
の
前
池

郡
山
市

熊
田
養
鯉
場

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
鹿
ノ
原
二
番

内
区
第
二
八
号

内
区
第
二
八
号

熊
田

純
幸

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
下
北
沢
二

北
沢
た
め
池

郡
山
市

地
の
二

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
鹿
ノ
原
二
番

内
区
第
二
九
号

内
区
第
二
九
号

熊
田

純
幸

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
逢
瀬
町
河
内
字
山
田
一
二
〇

山

田

池

郡
山
市

地
の
二

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
鹿
ノ
原
二
番

内
区
第
三
〇
号

内
区
第
三
〇
号

熊
田

純
幸

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
逢
瀬
町
河
内
字
鳥
井
戸
一
〇
二

堂
尻
た
め
池

郡
山
市

地
の
二

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
鹿
ノ
原
二
番

内
区
第
三
一
号

内
区
第
三
一
号

熊
田

純
幸

こ
い
養
殖
業

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
堀
口
二
三
三

本

沢

池

郡
山
市

地
の
二

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
鹿
ノ
原
二
番

内
区
第
三
二
号

内
区
第
三
二
号

熊
田

純
幸

こ
い
養
殖
業

須
賀
川
市
越
久
字
延
命
池
二
〇

延

命

池

須
賀
川
市

地
の
二

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
鹿
ノ
原
二
番

内
区
第
三
三
号

内
区
第
三
三
号

熊
田

純
幸

こ
い
養
殖
業

須
賀
川
市
舘
ヶ
岡
字
上
ノ
池
二
五
の
一

上

の

池

須
賀
川
市

地
の
二

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
鹿
ノ
原
二
番

内
区
第
三
四
号

内
区
第
三
四
号

熊
田

純
幸

こ
い
養
殖
業

須
賀
川
市
西
川
字
笹
平
四
八

笹

平

池

須
賀
川
市

地
の
二

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
鹿
ノ
原
二
番

内
区
第
三
五
号

内
区
第
三
五
号

熊
田

純
幸

こ
い
養
殖
業

須
賀
川
市
越
久
字
真
米
二
二

真

米

池

須
賀
川
市

地
の
二

内
区
第
三
六
号

内
区
第
三
六
号

廣
瀨

一
臣

郡
山
市
大
槻
町
字
南
原
一
六
番
地
の
三

こ
い
養
殖
業

須
賀
川
市
袋
田
字
子
は
清
水
四
四

北
の
内
池

須
賀
川
市

西
白
河
郡

内
区
第
三
七
号

内
区
第
三
七
号

廣
瀨

一
臣

郡
山
市
大
槻
町
字
南
原
一
六
番
地
の
三

こ
い
養
殖
業

西
白
河
郡
矢
吹
町
字
松
房
四
一

松

房

池

矢
吹
町

西
白
河
郡

内
区
第
三
八
号

内
区
第
三
八
号

廣
瀨

一
臣

郡
山
市
大
槻
町
字
南
原
一
六
番
地
の
三

こ
い
養
殖
業

西
白
河
郡
矢
吹
町
字
大
久
保
四
六

牡

丹

池



平成31年１月４日 金曜日 福 島 県 報 第3068号 6

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

矢
吹
町

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
鹿
ノ
原
二
番

西
白
河
郡

内
区
第
三
九
号

内
区
第
三
九
号

熊
田

純
幸

こ
い
養
殖
業

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
真
船
字
赤
坂
五
の
二

赤
坂
た
め
池

地
の
二

西
郷
村

郡
山
市
逢
瀬
町
多
田
野
字
鹿
ノ
原
二
番

西
白
河
郡

内
区
第
四
〇
号

内
区
第
四
〇
号

熊
田

純
幸

こ
い
養
殖
業

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
大
沢
一

黒
森
た
め
池

地
の
二

西
郷
村

（
水

産

課
）
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福
島
県
告
示
第
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

石
川
郡
古
殿
町
大
字
山
上
字
松
久
保
九
八
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
古
殿
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
古
殿
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）


